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居住支援協議会等活動支援事業
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不動産関係団体
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地⽅公共団体
（住宅・福祉部局）
都道府県・市町村
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連携

居住⽀援協議会等活動⽀援事業

事業主
体

住宅セーフティネット法に基づく居住⽀援協議会、居住⽀援法⼈ま
たは地⽅公共団体等

補助対
象事業

① ⼊居前⽀援（相談窓⼝の開設や不動産店・内覧の同⾏等）
② ⼊居中⽀援（⾒守りや⽣活相談、緊急時対応等）
③ 死亡・退去時⽀援（家財・遺品整理や処分、死後事務委任等）
④ セミナー・勉強会等の開催（制度や取組等の周知普及）
⑤ 関係者間のネットワーク形成や拡充に資する取組み
⑥ 地⽅公共団体において、住まいを含む総合相談窓⼝を設置する等、
住宅・福祉の連携によるモデル的な体制を整備 等

補助
率・
補助限
度額

定額

10,000千円/協議会等（なお、外国⼈の⼊居の円滑化に係る活動、
孤独・孤⽴対策としての⾒守り等、空き家等を借りてサブリース⽅
式で⽀援付きのセーフティネット住宅の運営、アウトリーチ型によ
る⼊居⽀援、⼊居後⽀援を実施する団体との連携または賃貸借契約
もしくは家賃債務保証契約における緊急連絡先の引受けを実施する
場合は12,000千円/協議会等）

居住支援法人又は居住支援協議会が行う、社会的な孤独・孤立の問題を抱える世帯を含めた子育て世帯等への

入居相談等に対して追加的な支援を実施する。

居住支援協議会
・ 設立状況；132 協議会（全都道府県・90市区町）が設立（R5.9.30時点）

居住支援法人

・ 地方公共団体、不動産関係団体、居住支援法人等が連携して協議会を設立

・設立状況；741 者（47都道府県）が指定（R5.9.30時点）

・ 都道府県が、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人（公益社団法人・財団法人を含む）、社会福祉法人、居住支援を
目的とする株式会社等 を指定

令和５年度補正予算額 ： 2.2億円 ２ ⑥




